
お客様各位 

 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、弊組合が発行する「兵協タクシークーポン券」につきまして、より厳格な管理を

行うため、有効期限を設定することになりました。 

有効期限を表示した新しいデザインの「兵協タクシークーポン券」は、平成 30 年(2018 年) 

7 月 1 日より順次発行して参ります。（有効期限は発行日より 3 年後の月末日となります。） 

つきましては、券面の有効期限をご確認のうえ、有効期限内にご利用くださいますよう、

お願い申し上げます。 

尚、有効期限を経過したタクシークーポン券はご利用いただけませんのでご注意ください。 

今後とも末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

※券面に有効期限の記載のない従来からの「兵協タクシークーポン券」(平成 30 年 7 月 1 日以前に

発行したもの)も、これまでと同様にご利用いただけます。 

 

兵庫県タクシー事業協同組合 

 

 

 

 

 

 

 

 


